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☆行政不服審査制度と特許法（上） ………… ⑴

１．はじめに

　本稿は、平成26年に全部改正された行政不服審査
法（平成26年法68号）につき、全面施行（平成28年
４月１日）から約２年経過後の行政不服審査制度の
現状について分析するともに、 特許の分野における
同制度の役割について検証するものである。
　もとより、特許法195条の４は、「査定、取消決定

若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再
審の請求書若しくは第120条の５第２項若しくは第
134条の２第１項の訂正の請求書の却下の決定並び
にこの法律の規定により不服を申し立てることがで
きないこととされている処分又はこれらの不作為に
ついては、行政不服審査法の規定による審査請求を
することができない」と規定し、特許法上の主要な
処分について行政不服審査法の適用を除外している
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（なお、同条のいう「この法律の規定により不服を
申し立てることができないとされている処分」とし
て、補正却下決定（特許法53条１項）や審判官の除
斥の申立てに対する決定（同法143条１項）、審判参
加の申請に対する決定（同法149条３項）がある１）。
　他方、行政不服審査法１条２項は、「行政庁の処
分その他公権力の行使に当たる行為（以下、単に「処
分」という。）に関する不服申立てについては、他の
法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律
の定めるところによる」と規定して、処分に対する
不服申立てについて一般概括主義を採用しており、
特許の分野においても、期間延長の不許可（特許法
５条１項）、手続の却下（同法18条、18条の２、133
条、133条の２）、国際出願に関する特許庁長官の決
定（同法184条の20）および特許法186条１項に基づ
く閲覧請求に対する決定等については、行政不服審
査法に基づく審査請求が可能である。そのため、特
許の分野における行政不服審査制度の意義について、
行政不服審査法の平成26年改正を踏まえて検証する
ことには、一定の意義があると思われる。
　そこで、本稿においては、まず、行政不服審査
法の特徴と平成26年改正について概説し（本号２）、
新法の全面施行から２年経過後の行政不服審査制度
の現状について検証した上で（本号３）、同法の適
用除外規定である特許法195条の４の解釈に関する
裁判例（知財高判平成27年６月10日およびその原判
決）を紹介し（本号４）、さらに、特許庁の処分に
対して行政不服審査法に基づく審査請求がなされた
具体的事例（行政不服審査会答申平成29年９月25日
および同平成30年４月９日）を紹介した後（次号５）、
特許の分野における行政不服審査制度の意義につい
て若干の検討を加えることとしたい（次号６）。

２．行政不服審査法と平成26年改正の概要

（１） 行政不服審査制度とは

行政不服審査法は、「行政庁の違法又は不当な
処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国
民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に
対する不服申立てをすることができるための制度
を定めることにより、国民の権利利益の救済を図

るとともに、行政の適正な運営を確保すること」
を目的とするものである（同法１条１項）。

公権力の行使に対する救済手段としては、行政
事件訴訟法に基づく行政訴訟が挙げられるが、行
政不服申立ては、行政が自らの処分を見直す制度
であるため、訴訟に比べ簡易かつ迅速な手続であ
ることに加え、処分の違法性のみならず不当性２に
ついても審査できる点において、行政訴訟と異な
る特長を有している。

他方、旧行政不服審査法（昭和37年法160号。
以下、「旧法」という）の下における行政不服審査
制度は、審理を行う者に関する規定を設けておら
ず（次頁図１参照）、裁判所によって審理がなさ
れる行政訴訟と比べ、公正性に欠けるという懸念
が示されていた。また、旧法は、審査請求と異議
申立ての２つの手続を設けた上で（旧法３条１
項）、原則として異議申立てを経ていなければ審
査請求をすることができない異議申立前置主義
を採用し（旧法20条）、さらに、多くの個別法が、
審査請求を経ていないと行政訴訟を提起できない
審査請求前置主義を採用するなど、権利救済手段
としての利便性に欠けるとの批判も寄せられてい
た。

そこで、平成26年改正後の行政不服審査法は、
ⓐ審査庁に指名された審理員が中立的な立場から
審理を行う審理員制度を導入するとともに、ⓑ審
査請求を棄却する場合には第三者機関である行政
不服審査会等への諮問を義務づけることによっ
て、行政不服審査制度の公正性の向上を図ってい
る。また、ⓒ不服申立ての手続を審査請求へ一元
化するとともに（新法２条）、ⓓ「行政不服審査
法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
により、多くの個別法に設けられていた審査請求
前置の規定を大幅に整理・縮小し、さらに、ⓔ不
服申立て期間を従来の60日（旧法14条１項、45条）
から３か月へ延長し（新法18条）、ⓕ不服申立人の
手続的権利の充実や審理の迅速化のための規定３

を設けるなど、権利救済手段としての利便性の向
上を図っている４。

以下、上記の改正点のうち、新法の重要な特徴
であるⓐ審理員による審理手続とⓑ行政不服審査
会等への調査審議手続について概説する。


